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１．はじめに 

 

  現在、鴻巣市の児童生徒数は、２０数年前のピーク時から半数以下になって

きており、以前は児童数１，０００人、学級数３０学級を超えるような規模で

あった小学校でも小規模化が進んできています。 

合併当時の平成１７年度は、鴻巣市内の全小学校の児童数は６，９４０人、

全中学校の生徒数は３，７０５人、合計１０，６４５人でしたが、平成２６年

５月１日現在では、市内全小学校の児童数は５，９７７人、全中学校の生徒数

は３，１０５人、合計９，０８２人となっています。 

また、本市における０歳から１４歳までの年少人口の推移は、別表１のとお

り年々減少していくことが想定され、今後、小・中学校の小規模化がさらに進

んでいくものと考えられます。 

 

別表１ 本市における年少人口の推移（平成２５年３月１日現在） 

年 齢 H.27 H.32 H.37 H.42 H.47 H.52 

 0歳～ 4歳 4,344 3,702 3,352 3,167 2,970 2,724 

 5歳～ 9歳 4,837 4,348 3,805 3,445 3,257 3,057 

10歳～14歳 5,181 4,771 4,347 3,805 3,445 3,257 

計 14,362 12,821 11,504 10,417 9,672 9,038 

全体人口 119,201 115,686 112,119 107,633 102,406 96,708 

「国立社会保障・人口問題研究所」人口統計より引用（平成２７年のみ同年３月１日の実数） 

 

  このような学校の小規模化は、子ども同士の人間関係や社会性の育成、学校

としての教育指導等、学校運営面にさまざまな影響を与えることが考えられま

す。そのため、市内どこの学校でも、一定の水準の教育を行うことが義務教育

であるということを前提に、学校規模や配置による格差を少なくすることが課

題となっています。 

 本市では、「潤いと光ある鴻巣教育」を基本理念に、教育行政の５つの基本方

針として、①生きる力をはぐくむ学校教育の充実、②人生を豊かにする生涯学

習の充実とスポーツの振興、③市民文化の創造と交流の促進、④人権教育の推

進、⑤安全・安心で機能的な教育環境の整備を掲げ、「縦の接続」と「横の連携」

を重視した、つながりのある教育施策の展開に取り組んでいます。 
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  そのために学校が果たす役割を念頭に置いたうえで、今回、本市教育委員会

として、「鴻巣市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基本的な考え方」

をまとめ、適正化に取り組むこととしました。 

 

 

２．鴻巣市立小・中学校の現状 

 

  学校は、知識や物事を習得するだけでなく、子ども同士が豊かな人間関係を

築き、社会性を身に付ける場でもあります。また、いろいろな指導形態による

効果的な学習を行ったり、集団の相互作用による思考力の育成を図ったりする

ためにも、活動に応じて少人数のグループから大きな集団まで、適切な規模の

集団を組み、多様な教育活動を展開する必要があります。そのため学校にはあ

る程度の規模が必要です。 

 

別表２ 鴻巣市立小・中学校の児童生徒数の推移（平成２７年２月６日現在） 
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鴻巣市立小・中学校の児童生徒数の推移（見込）については、別表２のとお

りであり、今後５年間の児童生徒数の増減については、現段階での入学予定児

童生徒数から推定すると、鴻巣市内全体で約６００人の減少が見込まれていま

す。 

 

別表３ 鴻巣市立小・中学校の学級数の推移（平成２７年２月６日現在） 

 

 
 

                                         

                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
                                          
 

鴻巣市立小・中学校の学級数の推移（見込）については、別表３のとおりで

あり、以前は大規模であった小学校でも、現在は学年によっては１学級しか編

制できなかったり、全学年１学級だったりというように、小規模化が進んでい

る学校があります。 

具体的には、平成２６年度現在で、小学校１年生から６年生まで全て単学級

の学校は市内に４校あります。また、１つの学年を除き、他の学年が全て単学

級の小学校も合わせると６校となり、規模の面で他の小学校と格差が生じてい

ます。 
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３．適正規模及び適正配置の基本的な考え方 

 

児童生徒に対する教育効果は、一定規模の集団の中で学ぶことにより得られ

るものであり、適正な学校規模を整えることで高められるものと考えています。

小・中学校の適正規模については、国の学校教育法施行規則により１２～１８

学級の基準が示されており、これがひとつの目安となっています。 

小規模校の良さを指摘する意見もありますが、少人数授業などのきめ細かな

指導は大規模な学校であっても受けることはできます。逆に、ある程度の集団

によるダイナミックな活動や多様な学習活動の展開は、小規模な学校では実施

が困難な場合もあります。一方、学校の規模が大きくなり過ぎると、施設面か

ら学習活動に制約が出たり、教員と児童生徒との関わりが十分に持てなくなっ

たりすることもあります。 

なお、鴻巣市立小・中学校の規模別学校数については、別表４に示すとおり

となっており、現在、本市においても少子化等の影響から学校規模に偏りが生

じている状況が見受けられます。このため、今後においては、地域の実情に合

わせ、保護者や地域の方々の意向を尊重しながら、学校配置や通学区域の見直

しを含め、適正規模化に向けた対応を図る必要があるものと考えています。 

 

別表４ 平成２６年度 鴻巣市立小・中学校の規模別学校数 

        区 分 

規 模 

小 学 校 中 学 校 

平成１９年度 平成２６年度 平成１９年度 平成２６年度 

11学級以下（小規模校） ８校  ９校  ４校  ５校  

12～18学級 ９校  ８校  ３校  ３校  

19学級以上（大規模校） ２校  ２校  １校  ０校  

（特別支援学級の学級数は含まない） 

 

（１）大規模校への対応 

都市開発等の影響から児童生徒数が増加し、大規模校となっている学校につ

いては、施設の老朽化に伴う修繕や改修等に関し適切な対応に努めるとともに、

集団のなかでの教育活動のより一層の充実を図ることも必要であると考えてい

ます。 

また、現在、児童生徒数の増加が見込まれる地域においては、将来的には逓

減していくことが予想されることから、基本的には新たな学校建設は実施せず、

現存の施設活用により対応していきたいと考えています。 
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（２）小規模校への対応 

今後の市内の人口動態を見通していくと、少子化等により小規模校がさらに

増加していくことが予想されます。小規模校における学校教育へ及ぼす影響は、

メリット、デメリットの両面があるものの、別表５に示すように、小規模化の

進行は、本来学校教育において学ぶべき社会性の育成や、互いに学びあい切磋

琢磨する意識の醸成が難しくなるなど多くの問題があります。 

 

別表５ 学校小規模化によるメリット・デメリット 

 メリット デメリット 

 

 

 

学 

  

習 

  

面 

 

 

 

・児童生徒の一人ひとりに

目が届きやすく、きめ細か

な指導が行いやすい。 

・学校行事や部活動等にお

いて、児童生徒一人ひとり

の個別の活動機会を設定し

やすい。 

・集団の中で、多様な考え方に触れる機会や学びあいの

機会、切磋琢磨する機会が少ない。 

・１学年１学級の場合、ともに努力してよりよい集団を

目指す、学級間の相互啓発がなされにくい。 

・運動会などの学校行事や音楽活動等の集団教育活動に

制約が生じやすい。 

・中学校の各教科の免許を持つ教員を配置しにくい。 

・児童生徒数、教職員数が少ないため、グループ学習や

習熟度別学習、小学校の専科教員による指導など、多様

な学習・指導形態を取りにくい。 

・部活動等の設置が限定され、選択の幅が狭まりやすい。 

 

 

生

活

面 

 

 

・児童生徒相互の人間関係

が深まりやすい。 

・異学年間の縦の交流が生

まれやすい。 

・児童生徒の一人ひとりに

目が届きやすく、きめ細か

な指導が行いやすい。 

・クラス替えが困難なことなどから、人間関係や相互の

評価等が固定化しやすい。 

・集団内の男女比に極端な偏りが生じやすくなる可能性

がある。 

・切磋琢磨する機会等が少なくなりやすい。 

・組織的な体制が組みにくく、指導方法等に制約が生じ

やすい。 

 

学

校

運

営

面 

 

・全教職員の意思疎通が図

りやすく、相互の連携が密

になりやすい。 

・学校が一体となって活動

しやすい。 

・施設・設備の利用時間等

の調整が行いやすい。 

・教職員数が少ないため、経験、教科、特性などの面で

バランスのとれた配置を行いにくい。 

・学年別や教科別の教職員同士で、学習指導や生徒指導

等についての相談・研究・協力・切磋琢磨等が行いにく

い。 

・一人が複数の校務分掌を担当するため負担が大きくな

る。 

・教員の出張、研修等の調整が難しくなりやすい。 
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そ

の

他 

・保護者や地域社会との連

携が図りやすい。 

・ＰＴＡ活動等における保護者一人当たりの負担が大き

くなりやすい。 

 

（３）必要学級数の考え方 

小規模校は、子どもたち一人ひとりにきめ細やかな指導ができるなどメリッ

トがありますが、学校における教育効果は、一定の規模の集団で学び、様々な

経験や多くの教員による指導によって得られるものと思われます。 

特に、１学年１学級はクラス替えができないなどのマイナス面があり、児童

生徒間の切磋琢磨や、クラスにおける団結心の醸成、集団生活による社会性の

育成等において課題が生じる場合もあることから、１学年２学級以上の確保が

望ましいと考えています。 

また、現在、国が小学校１年生に導入している「３５人学級」をめぐり、見

直しを含めた議論が生じていることもあって、今後、埼玉県の動向も加味した

うえで、小・中学校の必要学級数を検討する必要があります。 

 

【小学校】 

小学校では、基礎的な知識及び技能を習得させるとともに、集団生活に慣れ、

多くの友だちを作り、多様な意見などに接する機会をつくるなど、社会性を育

成します。また、指導体制の工夫により、多くの教職員から多様な指導を受け

る環境を確保することが大切です。 

このようなことから、小学校では、通常６年間で複数回のクラス替えを経験

することが、社会性を身につけることにつながるものと考えられます。したが

って、１学年に複数学級を確保することが必要となります。 

また、学校は小規模校であったとしても、学校運営において教職員が行わな

ければならない業務に大きな差異はありません。このため、学校が小規模化し、

教職員数が減少すると、一人の教職員の負担が増え、就学間もない児童が在籍

する小学校においては、登下校時や緊急時の対応に支障が生じる可能性があり

ます。 

 

【中学校】 

中学校は、教科担任制であるため、９教科に１０名の担当教員（技術・家庭

各１名）が必要となります。さらに、授業の充実、学力の向上を考えた場合、
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国語、社会、数学、理科、英語の５教科については、１名ないし２名を確保す

べきであると考えています。 

したがって、その人数を確保するためには、別表６の埼玉県市町村中学校教

職員基準を考えると、９学級から１３学級が必要となります。 

また部活動については、各学校で平均すると、運動部が１２団体、文化部が

３団体程度活動しているため、その数を担当できる教員数も必要となるものと

考えられます。 

 

別表６ 埼玉県市町村 中学校教職員基準表（抜粋） 

学級数 校長・教諭 養護教諭 事務職員 

１ 

２ 

３ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

５ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１４ 

１５ 

 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

 

 

 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２２ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

２４ 

２５ 

２３ 

２４ 

２６ 

２７ 

２９ 

３１ 

３２ 

３４ 

３５ 

３７ 

３８ 

３９ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

１ 

２ 

２ 

２ 

２ 

２ 
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（４）通学区域の弾力化 

  本市では、「指定校の変更の許可基準」の弾力化を図っています。保護者等の

希望により、別表７のとおり通学区域の弾力化が適用されています。 

これらについては、今後も学校規模や配置の適正化を図りながら継続して行

い、地域の実情や保護者のニーズに対応していきます。 

 

別表７ 鴻巣市立小・中学校通学区域の弾力化 

区域外就学の理由 許可基準等 

疾病等身体上 

の理由 

疾病によるもの 

通院等によるもの 

治療期間終了学年末 

肢体不自由によるもの 希望する期間内 

教育的配慮 不登校の状態の解消 状況が解消し、通常の就学が可能

と思われるまで いじめ等友人関係 

転居 市外へ転出 当該年度末まで（要協議） 

市内への転居 当該年度末 

（小５・中２は卒業まで） 

住宅建築・購入 住宅購入・住宅新築 工事等が終了し引越しするまで 

住宅建て替え 建て替え工事終了まで 

地域の実情 区画整理等による学区変更 希望期間内 

自治会等の地域の実情・要望 実情・要望内容の協議により決定 

就学支援関係 就学支援委員会の決定によるもの 就学支援委員会の決定した期間 

その他 家庭事情で住民票が異動できない 状況が解消するまで、もしくは解

消した学年末まで（要協議） 共働き等のため祖父母宅等から就学 

介護・看護等のため区域外から就学 

入学する中学校に希望する部活動が

ない 

希望する期間内（小学校等でその

運動等の経験がある方・廃部等に

よる場合） 

通学距離による 

（安養寺地区の児童） 

小学校で学校より直線距離２㎞

を超える区域 

その他、教育上必要と思われる場合 児童生徒の教育を受ける機会を

保障するため（要協議） 
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４．規模及び配置の適正化の検討 

 

現在、本市においては、少子化等の影響から児童生徒数が減少してきている

学校があり、今後、この傾向がさらに加速し、学校運営上、支障が生じる学校

も出てきています。 

このようなことから、学区における人口動態や地域の状況等を踏まえたうえ

で、適正化の計画を進め、一定の児童生徒数を確保することも必要であると考

えています。 

そこで、小・中学校の適正規模及び適正配置に関する検討を開始する基準と

して、「学校の存置を検討する基準」についての基本的な考え方をここに示しま

す。 

 

（１）小学校の基準について 

現在、「埼玉県市町村立小・中学校学級編制基準」により、小学校１・２年生

は３５人までが１学級、小学校３～６年生は４０人までが１学級と定められて

おり、定められた基準の人数を超えない限り学級数が増えることはありません。 

このため、小学校１・２年生において複数学級を確保する最低規模の人数は

３６人であり、小学校３～６年生において複数学級を確保する最低規模の人数

は４１人となります。こうしたことから、全学年において複数学級を確保する

ための最低規模の人数は２３６人となります。 

一方、３６人で２学級となるということは、小学校１・２年生では最低規模

として１８人学級の設置が見込まれます。また、４１人で２学級となるという

ことは、小学校３～６年生では最低規模として２０人学級の設置が見込まれま

す。このことから、６学年すべて単学級とした場合、教育環境の最低児童数は

全体で１１６人となります。 

小学校では、豊かな人間関係や多様な集団を形成することにより、社会性や

協調性を育成していくことが重要であると考えられます。したがって、１学年

に２学級以上を確保することが必要であり、全ての学年が単学級になった状態

もしくは予想される状態であって、集団教育活動に制約が生じる場合において

は、学校の存置について検討を行うものとします。 

また、本市では現在、中学校区内ごとにおける小中学校連携事業を推進して

おり、平成２３年度から平成２５年度に埼玉県の指定を受け、施設分離型、校
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区連携型の小中一貫教育を実践し、さらに、その成果を活かして「鴻巣市小中

一貫教育推進モデル中学校区」として学校・家庭・地域が一体となった教育に

取り組んでいる地域もあります。 

こうした取り組みを推進することにより、中学校入学への不安が軽減されて

いることや不登校の生徒が確実に減少したこと、さらに、学力向上においても

成果が見られたとの報告を受けております。 

このようなことから、小学校の存置を検討する基準については、下記のとお

りとします。 

 

 

【学校の存置を検討する基準（小学校）】 

○全ての学年が単学級になった状態もしくは予想される状態であって、 

 集団教育活動に制約が生じる場合 

○小中一貫教育の推進と地域の実情を踏まえ、より大きな教育効果が 

期待される場合 

  

 

（２）中学校の基準について 

中学校は教科担任制であるため、安定した学校運営を図っていくためには、

教員は、９教科１０名、主要５教科の増員分、さらに校長、教頭等を含め、最

低１７名必要で、その人数を確保するためには、県の教職員の配当基準から、

全校で９学級の配置が最低規模となり、１学年当たり３学級が必要となります。 

また、「埼玉県市町村立小・中学校学級編制基準」により、現在のところ、中

学校１年生は３８人までが１学級、中学２・３年生は４０人までが１学級とな

っており、このことを前提とすると、１学年で３学級を確保するための最低規

模の人数は、中学１年生では７７人、中学２・３年生では８１人で、全校にお

いて９学級を確保するための最低規模の全生徒数は２３９人となります。   

一方、全学年で４学級以下の場合、校長を除いた教員定数が９人以下となる

ため（別表６参照）、各教科の教員配置が困難となります。したがって５学級が

最低基準であり、５学級を３学年に分けると、２学級、２学級、１学級となり

ます。 

これを小学校と同様に、１学級あたり中学１年生における３８人学級、中学
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２・３年生における４０人学級に移行した場合には３９人、４１人、４０人で

あり、教育環境の最低生徒数は全体で１２０人となります。 

前述したとおり、中学校は教科担任制であることから、授業の充実や学力の

向上を図るためには、各教科への教員配置が最低限必要となります。したがっ

て、全校の学級数が４学級以下になった状態もしくは予想される状態であって、

集団教育活動に制約が生じる場合においては、学校の存置について検討を行う

ものとします。 

このようなことから、中学校の存置を検討する基準については、下記のとお

りとします。 

 

 

【学校の存置を検討する基準（中学校）】 

○全校の学級数が４学級以下になった状態もしくは予想される状態で 

あって、集団教育活動に制約が生じる場合 

  

 

（３）規模及び配置の検討・実施の手順 

教育委員会は、学校関係者や保護者、地域の方々と連携協力して、それぞれ

の立場から、「現在と未来の子どもたちのよりよい教育環境のために」という共

通の視点で協議をし、合意形成を図ったうえで適正化を進めていきます。 

 

① 「鴻巣市立小・中学校適正配置等庁内検討会」 

規模及び配置等の具体的な検討に当たっては、庁内の副部長級職員で組織す

る「鴻巣市立小・中学校適正配置等庁内検討会」において、情報を共有すると

ともに、今後の方向性に関して意見交換等を行い、その内容について教育委員

会に報告します。 

 

② 「鴻巣市立小・中学校適正配置等審議会」 

教育委員会は、「鴻巣市立小・中学校適正配置等審議会」を設置し、「学校の

存置を検討する基準」に達した場合には、審議会委員の選定を行うとともに、

審議会委員に十分な理解を深めてもらうため、事務局としての役割を担います。 

審議会は、教育委員会からの諮問を受け、学校関係者や保護者、地域の方々
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と小・中学校の適正規模及び適正配置に関する意見交換会等を実施し、学校の

規模に起因する課題解決の方策について、地域における合意形成を図りながら、

「学校の存置」等を検討し、その検討結果を庁内検討会に報告するとともに、

教育委員会に対し答申書を提出します。 

 

③ 「鴻巣市総合教育会議」での協議・調整 

平成２７年４月から、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部が改

正され、全ての地方公共団体に、首長（本市においては市長）と教育委員会が

重点的に講ずべき施策等について協議・調整を行う総合教育会議の設置が義務

付けられました。 

本市においても、この法改正に基づいて「鴻巣市総合教育会議」を設置し、

小・中学校の適正規模及び適正配置に関わる事項について、教育委員会等から

の報告・答申を受け、さらに協議・調整を行い、通学区域の見直しや学校の存

置に関する具体的な方策を決定していきます。 

 

④ 市民への情報提供について 

適正配置等に関する審議会及び教育委員会並びに総合教育会議での検討内

容については、市のホームページなどを通じて、積極的に保護者、市民へ情報

提供を行っていきます。 

 

⑤ 実施に当たって 

適正配置等に関する具体的な方策が総合教育会議で決定された後は、より円

滑に通学区域の見直しや学校の存置に関する協議が進むよう、学校関係者、保

護者、地域の方々と、在校生への配慮事項や学校間の交流、事前の準備の検討

などを行っていきます。 
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５．むすびに 

 

 今回、本市教育委員会として、鴻巣市立小・中学校を取り巻く現状及び将来

的な見通しを踏まえ、「鴻巣市立小・中学校の適正規模及び適正配置に関する基

本的な考え方」をここに示すこととしました。 

 このような適正化の推進に当たっては、保護者の方々、地域の方々にその意

義について十分なご理解をいただくことが不可欠です。本市の児童生徒が直面

している課題の解決、そして高い可能性を秘めた児童生徒の将来のために、私

たち大人は、どのような考えのもとに、どのような教育環境を提供すべきなの

か、また、どのような支援を行うべきなのかをしっかりと見定めることが大切

であると考えられます。 

 関係者の皆様には、より良い教育環境が整備されることで心身ともに健やか

な児童生徒の育成が図れるよう、この基本的な考え方を細部にわたり協議いた

だくとともに、今後におきましても、本市の学校教育の充実に向けて積極的な

支援を賜るようお願いするものです。 

 

 

 

 


